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頁

○
文
部
科
学
省
告
示
第
百
十
一
号
（
抄
）

令
和
三
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
開
催
に
際
し
、
令
和
三
年
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二

十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
対
象
大
会
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
並
び
に
当
該
対
象
大
会
関
係

施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
七
月
十
六
日

文
部
科
学
大
臣

萩
生
田

光
一

五
十
六

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス
（
男
子
／
女
子
）

期
間

令
和
三
年
八
月
七
日
及
び
八
日

対
象
大
会
関
係
施
設

北
海
道
札
幌
市
北

北
六
条
西
一
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
北
七
条
西
一
丁
目
、

の
所
在
地

区

五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
北
八
条
西
一
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目

、
北
九
条
西
一
丁
目
及
び
五
丁
目
か
ら
八
丁
目
ま
で
、
北
十
条
西

一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北
十
一
条
西
一
丁
目
、
七
丁
目

及
び
八
丁
目
、
北
十
二
条
西
一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北

十
三
条
西
一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北
十
四
条
西
一
丁
目

、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北
十
五
条
西
一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八



二
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丁
目
、
北
十
六
条
西
一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北
十
七
条

西
一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北
十
八
条
西
二
丁
目
及
び
八

丁
目
、
北
十
九
条
西
二
丁
目
、
八
丁
目
及
び
九
丁
目
、
北
二
十
条

西
二
丁
目
及
び
九
丁
目
か
ら
十
三
丁
目
ま
で
、
北
二
十
一
条
西
二

丁
目
及
び
十
一
丁
目
か
ら
十
三
丁
目
ま
で
、
北
二
十
二
条
西
二
丁

目
及
び
十
三
丁
目
、
北
二
十
三
条
西
並
び
に
北
二
十
四
条
西
二
丁

目
か
ら
十
四
丁
目
ま
で

北
海
道
札
幌
市
中

大
通
西
一
丁
目
、
三
丁
目
か
ら
十
一
丁
目
ま
で
、
北
一
条
西
一
丁

央
区

目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
北
二
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四

丁
目
、
北
三
条
西
一
丁
目
及
び
三
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
北
四

条
西
一
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
北
五
条
西
一
丁
目
、
五
丁

目
及
び
六
丁
目
、
北
二
十
条
西
、
北
二
十
一
条
西
、
北
二
十
二
条

西
、
中
島
公
園
、
南
一
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南

二
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
三
条
西
一
丁
目
、
三

丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
四
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、

南
五
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
六
条
西
一
丁
目
、



三
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三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
七
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目

、
南
七
条
東
、
南
八
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
九
条
西
三
丁

目
及
び
四
丁
目
、
南
十
条
西
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
南
十
一

条
西
一
丁
目
、
南
十
二
条
西
一
丁
目
、
南
十
三
条
西
一
丁
目
、
南

十
四
条
西
一
丁
目
、
南
十
五
条
西
一
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
南

十
六
条
西
一
丁
目

北
海
道
札
幌
市
豊

旭
町
二
丁
目
、
四
丁
目
及
び
七
丁
目
、
水
車
町
一
丁
目
、
豊
平
五

平
区

条
二
丁
目
、
三
丁
目
及
び
五
丁
目
、
豊
平
六
条
二
丁
目
、
三
丁
目

、
五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
豊
平
七
条
七
丁
目
、
豊
平
八
条
八
丁
目

、
豊
平
九
条
、
平
岸
一
条
十
二
丁
目
及
び
十
三
丁
目
、
中
の
島
一

条
一
丁
目
か
ら
七
丁
目
ま
で
、
中
の
島
二
条
一
丁
目
か
ら
七
丁
目

ま
で
、
平
岸
二
条
一
丁
目
か
ら
十
四
丁
目
ま
で
並
び
に
平
岸
三
条

一
丁
目
か
ら
十
四
丁
目
ま
で

対
象
大
会
関
係
施
設

北
海
道
札
幌
市
北

北
六
条
西
一
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
北
七
条
西
一
丁
目
、

の
区
域

区

五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
北
八
条
西
一
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目

、
北
九
条
西
一
丁
目
及
び
五
丁
目
か
ら
八
丁
目
ま
で
、
北
十
条
西
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一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北
十
一
条
西
一
丁
目
、
七
丁
目

及
び
八
丁
目
、
北
十
二
条
西
一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北

十
三
条
西
一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北
十
四
条
西
一
丁
目

、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北
十
五
条
西
一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八

丁
目
、
北
十
六
条
西
一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北
十
七
条

西
一
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
、
北
十
八
条
西
二
丁
目
及
び
八

丁
目
、
北
十
九
条
西
二
丁
目
、
八
丁
目
及
び
九
丁
目
、
北
二
十
条

西
二
丁
目
及
び
九
丁
目
か
ら
十
三
丁
目
ま
で
、
北
二
十
一
条
西
二

丁
目
及
び
十
一
丁
目
か
ら
十
三
丁
目
ま
で
、
北
二
十
二
条
西
二
丁

目
及
び
十
三
丁
目
、
北
二
十
三
条
西
、
北
二
十
四
条
西
二
丁
目
か

ら
十
四
丁
目
ま
で
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区

域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

北
海
道
札
幌
市
中

大
通
西
一
丁
目
、
三
丁
目
か
ら
十
一
丁
目
ま
で
、
北
一
条
西
一
丁

央
区

目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
北
二
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四

丁
目
、
北
三
条
西
一
丁
目
及
び
三
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
北
四

条
西
一
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
北
五
条
西
一
丁
目
、
五
丁



五
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目
及
び
六
丁
目
、
北
二
十
条
西
、
北
二
十
一
条
西
、
北
二
十
二
条

西
、
中
島
公
園
、
南
一
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南

二
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
三
条
西
一
丁
目
、
三

丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
四
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、

南
五
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
六
条
西
一
丁
目
、

三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
七
条
西
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目

、
南
七
条
東
、
南
八
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
九
条
西
三
丁

目
及
び
四
丁
目
、
南
十
条
西
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
南
十
一

条
西
一
丁
目
、
南
十
二
条
西
一
丁
目
、
南
十
三
条
西
一
丁
目
、
南

十
四
条
西
一
丁
目
、
南
十
五
条
西
一
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
十
六

条
西
一
丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（

い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

北
海
道
札
幌
市
豊

旭
町
二
丁
目
、
四
丁
目
及
び
七
丁
目
、
水
車
町
一
丁
目
、
豊
平
五

平
区

条
二
丁
目
、
三
丁
目
及
び
五
丁
目
、
豊
平
六
条
二
丁
目
、
三
丁
目

、
五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
豊
平
七
条
七
丁
目
、
豊
平
八
条
八
丁
目

、
豊
平
九
条
、
平
岸
一
条
十
二
丁
目
及
び
十
三
丁
目
、
中
の
島
一
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条
一
丁
目
か
ら
七
丁
目
ま
で
、
中
の
島
二
条
一
丁
目
か
ら
七
丁
目

ま
で
、
平
岸
二
条
一
丁
目
か
ら
十
四
丁
目
ま
で
、
平
岸
三
条
一
丁

目
か
ら
十
四
丁
目
ま
で
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路

の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

対
象
大
会
関
係
施
設

北
海
道
札
幌
市
北

北
六
条
西
、
北
七
条
西
、
北
八
条
西
一
丁
目
か
ら
十
丁
目
ま
で
、

に
係
る
対
象
大
会
関

区

北
九
条
西
、
北
十
条
西
、
北
十
一
条
西
、
北
十
二
条
西
、
北
十
三

係
施
設
周
辺
地
域

条
西
、
北
十
四
条
西
、
北
十
五
条
西
、
北
十
六
条
西
、
北
十
七
条

西
、
北
十
八
条
西
、
北
十
九
条
西
、
北
二
十
条
西
、
北
二
十
一
条

西
、
北
二
十
二
条
西
、
北
二
十
三
条
西
、
北
二
十
四
条
西
二
丁
目

か
ら
十
六
丁
目
ま
で
、
北
二
十
五
条
西
二
丁
目
か
ら
十
五
丁
目
ま

で
、
北
二
十
六
条
西
二
丁
目
か
ら
十
二
丁
目
及
び
北
二
十
七
条
西

九
丁
目
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

北
海
道
札
幌
市
西

八
軒
六
条
東
五
丁
目
、
八
軒
七
条
東
五
丁
目
、
八
軒
八
条
東
三
丁

区

目
か
ら
五
丁
目
ま
で
、
八
軒
九
条
東
三
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
及

び
八
軒
十
条
東
三
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面



七
頁

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

北
海
道
札
幌
市
中

大
通
西
一
丁
目
か
ら
十
三
丁
目
ま
で
、
大
通
東
一
丁
目
か
ら
三
丁

央
区

目
ま
で
、
北
一
条
西
一
丁
目
か
ら
十
三
丁
目
ま
で
、
北
一
条
東
一

丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
北
二
条
西
一
丁
目
か
ら
十
二
丁
目
ま
で

、
北
二
条
東
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
北
三
条
西
一
丁
目
か
ら

十
丁
目
ま
で
、
北
三
条
東
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
北
四
条
西

一
丁
目
か
ら
九
丁
目
ま
で
、
北
四
条
東
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で

、
北
五
条
西
一
丁
目
か
ら
八
丁
目
ま
で
、
北
五
条
東
、
北
一
六
条

西
一
六
丁
目
、
北
一
八
条
西
、
北
二
十
条
西
、
北
二
十
一
条
西
、

北
二
十
二
条
西
、
中
島
公
園
、
南
一
条
西
一
丁
目
か
ら
十
三
丁
目

ま
で
、
南
一
条
東
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
南
二
条
西
一
丁
目

か
ら
十
三
丁
目
ま
で
、
南
二
条
東
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
南

三
条
西
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
南
三
条
東
一
丁
目
か
ら
三
丁

目
ま
で
、
南
四
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
南
四
条
東
一
丁

目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
南
五
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
南

五
条
東
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
南
六
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
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目
ま
で
、
南
六
条
東
、
南
七
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
南

七
条
東
、
南
八
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
南
九
条
西
一
丁

目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
南
十
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
三

丁
目
及
び
六
丁
目
、
南
十
一
条
西
一
丁
目
、
南
十
二
条
西
一
丁
目

、
南
十
三
条
西
一
丁
目
及
び
五
丁
目
、
南
十
四
条
西
一
丁
目
、
五

丁
目
及
び
六
丁
目
、
南
十
五
条
西
一
丁
目
及
び
四
丁
目
か
ら
六
丁

目
ま
で
、
南
十
六
条
西
一
丁
目
、
四
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目

並
び
に
南
十
七
条
西
四
丁
目
及
び
五
丁
目
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

北
海
道
札
幌
市
豊

旭
町
、
水
車
町
、
豊
平
三
条
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
豊
平
四

平
区

条
一
丁
目
か
ら
七
丁
目
ま
で
、
豊
平
五
条
一
丁
目
か
ら
九
丁
目
ま

で
、
豊
平
六
条
二
丁
目
か
ら
十
丁
目
ま
で
、
豊
平
七
条
七
丁
目
か

ら
十
丁
目
ま
で
、
豊
平
八
条
八
丁
目
か
ら
十
一
丁
目
ま
で
、
豊
平

九
条
、
平
岸
一
条
一
丁
目
か
ら
十
六
丁
目
ま
で
、
中
の
島
一
条
一

丁
目
か
ら
八
丁
目
ま
で
、
中
の
島
二
条
一
丁
目
か
ら
八
丁
目
ま
で

、
平
岸
二
条
一
丁
目
か
ら
十
六
丁
目
ま
で
、
平
岸
三
条
一
丁
目
か
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ら
十
六
丁
目
ま
で
並
び
に
平
岸
四
条
一
丁
目
か
ら
十
六
丁
目
ま
で

（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

北
海
道
札
幌
市
東

北
六
条
東
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
北
七
条
東
一
丁
目
か
ら
三

区

丁
目
ま
で
、
北
八
条
東
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
北
九
条
東
一

丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
北
十
条
東
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、

北
十
一
条
東
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
北
十
二
条
東
一
丁
目
か

ら
三
丁
目
ま
で
、
北
十
三
条
東
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
北
十

四
条
東
一
丁
目
か
ら
二
丁
目
ま
で
、
北
十
五
条
東
一
丁
及
び
二
丁

目
、
北
十
六
条
東
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
北
十
七
条
東
一
丁
目
及

び
二
丁
目
、
北
十
八
条
東
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
北
十
九
条
東
一

丁
目
及
び
二
丁
目
、
北
二
十
条
東
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
北
二
十

一
条
東
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
北
二
十
二
条
東
一
丁
目
及
び
二
丁

目
、
北
二
十
三
条
東
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
北
二
十
四
条
東
一
丁

目
及
び
二
丁
目
、
北
二
十
五
条
東
一
丁
目
並
び
に
北
二
十
六
条
東

一
丁
目
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

備
考



一
〇
頁

一

「
次
の
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
文
部
科
学
省
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少

な
く
と
も
一
方
が
当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は

、
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

五
十
七

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

マ
ラ
ソ
ン
コ
ー
ス
（
男
子
／
女
子
）

期
間

令
和
三
年
九
月
五
日

対
象
大
会
関
係
施
設

東
京
都
渋
谷
区

千
駄
ヶ
谷
一
丁
目

の
所
在
地

東
京
都
新
宿
区

愛
住
町
、
揚
場
町
、
市
谷
田
町
、
市
ヶ
谷
八
幡
町
、
市
谷
船
河
原

町
、
市
ヶ
谷
本
村
町
、
神
楽
河
岸
、
神
楽
坂
一
丁
目
、
片
町
、
下

宮
比
町
、
新
宿
一
丁
目
、
住
吉
町
、
大
京
町
、
富
久
町
、
内
藤
町

、
四
谷
四
丁
目
、
四
谷
坂
町
及
び
四
谷
本
塩
町

東
京
都
文
京
区

後
楽
及
び
本
郷
一
丁
目

東
京
都
千
代
田
区

飯
田
橋
四
丁
目
、
内
神
田
三
丁
目
、
大
手
町
一
丁
目
、
鍛
冶
町
、

神
田
淡
路
町
一
丁
目
、
神
田
小
川
町
、
神
田
鍛
冶
町
、
神
田
須
田

町
、
神
田
神
保
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
神
田
錦
町
三
丁
目
、
神
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田
三
崎
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
皇
居
外
苑
、
千
代
田
、
西
神
田

一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
一
ツ
橋
並
び
に
丸
の
内
一
丁
目

東
京
都
中
央
区

京
橋
、
銀
座
、
日
本
橋
、
日
本
橋
蛎
殻
町
、
日
本
橋
兜
町
、
日
本

橋
茅
場
町
、
日
本
橋
小
網
町
、
日
本
橋
人
形
町
一
丁
目
及
び
二
丁

目
、
日
本
橋
浜
町
、
日
本
橋
馬
喰
町
二
丁
目
、
日
本
橋
久
松
町
、

日
本
橋
本
町
四
丁
目
、
日
本
橋
室
町
、
日
本
橋
横
山
町
並
び
に
東

日
本
橋

東
京
都
港
区

芝
公
園
、
新
橋
及
び
西
新
橋
及
び
東
新
橋

東
京
都
台
東
区

浅
草
一
丁
目
、
浅
草
橋
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
雷
門
二
丁
目

、
蔵
前
、
駒
形
及
び
柳
橋

対
象
大
会
関
係
施
設

東
京
都
渋
谷
区

千
駄
ヶ
谷
一
丁
目
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

の
区
域

東
京
都
新
宿
区

愛
住
町
、
揚
場
町
、
市
谷
田
町
、
市
ヶ
谷
八
幡
町
、
市
谷
船
河
原

町
、
市
ヶ
谷
本
村
町
、
神
楽
河
岸
、
神
楽
坂
一
丁
目
、
片
町
、
下

宮
比
町
、
新
宿
一
丁
目
、
住
吉
町
、
大
京
町
、
富
久
町
、
内
藤
町

、
四
谷
四
丁
目
、
四
谷
坂
町
及
び
四
谷
本
塩
町
及
び
こ
れ
ら
の
区

域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
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に
限
る
。
）

東
京
都
文
京
区

後
楽
及
び
本
郷
一
丁
目
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の

区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
千
代
田
区

飯
田
橋
四
丁
目
、
内
神
田
三
丁
目
、
大
手
町
一
丁
目
、
鍛
冶
町
、

神
田
淡
路
町
一
丁
目
、
神
田
小
川
町
、
神
田
鍛
冶
町
、
神
田
須
田

町
、
神
田
神
保
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
神
田
錦
町
三
丁
目
、
神

田
三
崎
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
皇
居
外
苑
、
千
代
田
、
西
神
田

一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
一
ツ
橋
並
び
に
丸
の
内
一
丁
目
並
び
に
こ

れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
中
央
区

京
橋
、
銀
座
、
日
本
橋
、
日
本
橋
蛎
殻
町
、
日
本
橋
兜
町
、
日
本

橋
茅
場
町
、
日
本
橋
小
網
町
、
日
本
橋
人
形
町
一
丁
目
及
び
二
丁

目
、
日
本
橋
浜
町
、
日
本
橋
馬
喰
町
二
丁
目
、
日
本
橋
久
松
町
、

日
本
橋
本
町
四
丁
目
、
日
本
橋
室
町
、
日
本
橋
横
山
町
並
び
に
、

東
日
本
橋
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い

ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
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東
京
都
港
区

芝
公
園
、
新
橋
及
び
西
新
橋
、
東
新
橋
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介

在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る

。

東
京
都
台
東
区

浅
草
一
丁
目
、
浅
草
橋
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
雷
門
二
丁
目

、
蔵
前
、
駒
形
及
び
、
柳
橋
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道

路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

対
象
大
会
関
係
施
設

東
京
都
渋
谷
区

千
駄
ヶ
谷
一
丁
目
及
び
、
二
丁
目
及
び
六
丁
目
（
い
ず
れ
も
次
の

に
係
る
対
象
大
会
関

図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

係
施
設
周
辺
地
域

東
京
都
新
宿
区

愛
住
町
、
揚
場
町
、
荒
木
町
、
市
谷
加
賀
町
、
市
谷
砂
土
原
町
、

市
谷
左
内
町
、
市
谷
鷹
匠
町
、
市
谷
田
町
、
市
谷
台
町
、
市
谷
長

延
寺
町
、
市
谷
仲
之
町
、
市
ヶ
谷
八
幡
町
、
市
谷
船
河
原
町
、
市

ヶ
谷
本
村
町
、
神
楽
河
岸
、
神
楽
坂
一
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
、

霞
岳
町
、
霞
ヶ
丘
町
、
片
町
、
河
田
町
、
左
門
町
、
信
濃
町
、
下

宮
比
町
、
白
銀
町
、
新
小
川
町
、
新
宿
一
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六

丁
目
、
住
吉
町
、
大
京
町
、
津
久
戸
町
、
筑
土
八
幡
町
、
富
久
町

、
内
藤
町
、
納
戸
町
、
払
方
町
、
袋
町
、
舟
町
、
南
町
、
余
丁
町



一
四
頁

、
四
谷
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
四
谷
坂
町
、
四
谷
三
栄

町
、
四
谷
本
塩
町
並
び
に
若
宮
町
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す

部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
文
京
区

後
楽
並
び
に
本
郷
一
丁
目
及
び
二
丁
目
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
千
代
田
区

飯
田
橋
二
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
岩
本
町
一
丁
目
、
内
神
田
、

内
幸
町
、
大
手
町
、
鍛
冶
町
、
神
田
淡
路
町
、
神
田
岩
本
町
、
神

田
小
川
町
、
神
田
鍛
冶
町
、
神
田
北
乗
物
町
、
神
田
紺
屋
町
、
神

田
佐
久
間
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
神
田
猿
楽
町
、
神
田
神
保
町

一
丁
目
、
二
丁
目
、
三
丁
目
、
神
田
須
田
町
、
神
田
駿
河
台
、
神

田
多
町
、
神
田
司
町
、
神
田
富
山
町
、
神
田
錦
町
、
神
田
西
福
田

町
、
神
田
花
岡
町
、
神
田
東
紺
屋
町
、
神
田
東
松
下
町
、
神
田
美

倉
町
、
神
田
三
崎
町
、
神
田
美
土
代
町
、
北
の
丸
公
園
三
丁
目
、

九
段
北
一
丁
目
、
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
九
段
南
一
丁
目
及
び
四

丁
目
、
皇
居
外
苑
、
五
番
町
、
外
神
田
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
千

代
田
、
西
神
田
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
東
神
田
、
一
ツ
橋
、
日
比
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谷
公
園
、
富
士
見
、
丸
の
内
、
有
楽
町
二
丁
目
、
四
番
町
並
び
に

六
番
町
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
中
央
区

京
橋
、
銀
座
、
新
川
、
新
富
一
丁
目
、
日
本
橋
、
日
本
橋
大
伝
馬

町
、
日
本
橋
蛎
殻
町
、
日
本
橋
兜
町
、
日
本
橋
茅
場
町
、
日
本
橋

小
網
町
、
日
本
橋
小
伝
馬
町
、
日
本
橋
小
舟
町
、
日
本
橋
富
沢
町

、
日
本
橋
中
州
、
日
本
橋
人
形
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
日
本
橋

箱
崎
町
、
日
本
橋
浜
町
、
日
本
橋
馬
喰
町
、
日
本
橋
久
松
町
、
日

本
橋
堀
留
町
二
丁
目
、
日
本
橋
本
石
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で

、
日
本
橋
本
町
、
日
本
橋
室
町
、
日
本
橋
横
山
町
、
東
日
本
橋
並

び
に
八
丁
堀
一
丁
目
及
び
三
丁
目
、
八
重
洲
（
い
ず
れ
も
次
の
図

面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
港
区

愛
宕
、
芝
二
丁
目
及
び
三
丁
目
、
芝
公
園
、
芝
大
門
、
新
橋
、
虎

ノ
門
三
丁
目
、
西
新
橋
並
び
に
東
麻
布
一
丁
目
、
東
新
橋
（
い
ず

れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
台
東
区

浅
草
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
浅
草
橋
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、

雷
門
、
蔵
前
、
寿
、
駒
形
、
鳥
越
二
丁
目
、
花
川
戸
一
丁
目
、
三
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筋
並
び
に
柳
橋
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
墨
田
区

吾
妻
橋
一
丁
目
、
東
駒
形
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
千
歳
一
丁
目
、

本
所
一
丁
目
、
向
島
一
丁
目
、
横
綱
並
び
に
両
国
一
丁
目
（
い
ず

れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

備
考一

「
次
の
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
文
部
科
学
省
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少

な
く
と
も
一
方
が
当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は

、
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

五
十
八

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
２
０
㎞
競
歩(

男
子
／
女
子)

期
間

令
和
三
年
八
月
五
日
及
び
六
日

対
象
大
会
関
係
施
設

北
海
道
札
幌
市
中

大
通
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
北
一
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、

の
所
在
地

央
区

北
二
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
南
一
条
西
三
丁
目
及
び
四

丁
目

対
象
大
会
関
係
施
設

北
海
道
札
幌
市
中

大
通
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
北
一
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
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の
区
域

央
区

北
二
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
南
一
条
西
三
丁
目
及
び
四

丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ

も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

対
象
大
会
関
係
施
設

北
海
道
札
幌
市
中

大
通
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
北
一
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁

に
係
る
対
象
大
会
関

央
区

目
ま
で
、
北
二
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
北
三
条
西
一
丁

係
施
設
周
辺
地
域

目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
北
四
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
一
条

西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
南
二
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま

で
、
南
三
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

備
考一

「
次
の
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
文
部
科
学
省
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少

な
く
と
も
一
方
が
当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は

、
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

五
十
九

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

５
０
㎞
競
歩(

男
子)



一
八
頁

期
間

令
和
三
年
八
月
六
日

対
象
大
会
関
係
施
設

北
海
道
札
幌
市
中

大
通
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
北
一
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、

の
所
在
地

央
区

北
三
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
北
二
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目

、
南
一
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
三
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁

目
並
び
に
南
二
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目

対
象
大
会
関
係
施
設

北
海
道
札
幌
市
中

大
通
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
北
一
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、

の
区
域

央
区

北
二
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
北
三
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目

、
南
一
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
南
二
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁

目
、
南
三
条
西
三
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介

在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る

。
）

対
象
大
会
関
係
施
設

北
海
道
札
幌
市
北

北
六
条
西
一
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に

に
係
る
対
象
大
会
関

区

限
る
。
）

係
施
設
周
辺
地
域

北
海
道
札
幌
市
中

大
通
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
北
一
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁

央
区

目
ま
で
、
北
五
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
北
三
条
西
一
丁

目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
北
二
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
北



一
九
頁

四
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
北
六
条
西
、
南
一
条
西
一
丁

目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
南
五
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
南

三
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
南
二
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁

目
ま
で
、
南
四
条
西
一
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
（
い
ず
れ
も
次
の

図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

備
考一

「
次
の
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
文
部
科
学
省
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少

な
く
と
も
一
方
が
当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は

、
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

六
十

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
自
転
車
競
技
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
コ
ー
ス(

男
子)

期
間

令
和
三
年
七
月
二
十
四
日

対
象
大
会
関
係
施
設

東
京
都
調
布
市

西
町
及
び
野
水

の
所
在
地

東
京
都
府
中
市

朝
日
町
三
丁
目
、
押
立
町
五
丁
目
、
寿
町
一
丁
目
、
是
政
三
丁
目

及
び
五
丁
目
、
新
町
二
丁
目
、
浅
間
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で



二
〇
頁

、
多
磨
町
二
丁
目
及
び
三
丁
目
、
天
神
町
二
丁
目
及
び
四
丁
目
、

日
吉
町
、
府
中
町
、
本
町
一
丁
目
、
緑
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、

宮
西
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
宮
町
一
丁
目
及
び
三
丁
目
並
び
に

矢
崎
町
一
丁
目

東
京
都
小
金
井
市

貫
井
南
町
一
丁
目
並
び
に
前
原
町
一
丁
目
、
四
丁
目
及
び
五
丁
目

東
京
都
三
鷹
市

大
沢
二
丁
目
、
三
丁
目
及
び
六
丁
目

東
京
都
多
摩
市

落
合
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
山
王
下
一
丁
目
、
諏
訪
一
丁
目

、
三
丁
目
、
四
丁
目
及
び
六
丁
目
、
鶴
牧
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま

で
、
豊
ケ
丘
二
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
中
沢
、
永
山
七
丁

目
、
聖
ケ
丘
、
馬
引
沢
、
南
野
一
丁
目
及
び
二
丁
目
並
び
に
連
光

寺
五
丁
目

東
京
都
稲
城
市

大
丸
、
向
陽
台
二
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
長
峰
、
百
村
並
び
に

若
葉
台
一
丁
目
及
び
四
丁
目

東
京
都
八
王
子
市

東
中
野
、
別
所
、
堀
之
内
三
丁
目
、
松
が
谷
、
松
木
並
び
に
南
大

沢
一
丁
目
、
二
丁
目
及
び
四
丁
目

東
京
都
町
田
市

相
原
町
、
小
山
ヶ
丘
二
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
及
び
小
山
町



二
一
頁

神
奈
川
県
相
模
原

相
原
一
丁
目
、
二
丁
目
、
四
丁
目
及
び
五
丁
目
、
青
根
、
青
野
原

市
緑
区

、
青
山
、
小
倉
、
川
尻
、
久
保
沢
、
長
竹
、
西
橋
本
五
丁
目
、
二

本
松
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
根
小
屋
、
橋
本
七
丁
目
及
び
八
丁
目

、
原
宿
、
向
原
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
元
橋
本
町
、
青
久
和
、
荒

井
、
嵐
、
石
ヶ
沢
、
稲
生
、
梶
野
、
上
野
田
、
新
屋
敷
、
橋
津
原

、
原
、
東
野
、
平
井
、
平
丸
、
前
戸
、
宮
下
、
宮
原
並
び
に
和
田

神
奈
川
県
足
柄
上

世
附

郡
山
北
町

山
梨
県
南
都
留
郡

板
橋
、
大
栗
、
大
室
指
、
大
渡
、
上
白
井
平
、
上
中
山
、
川
村
、

道
志
村

川
原
畑
、
久
保
、
小
善
地
、
笹
久
根
、
下
白
井
平
、
下
中
山
、
竹

之
本
、
月
夜
野
、
戸
渡
、
長
又
、
西
和
出
村
、
野
原
、
東
神
地
、

谷
相
及
び
善
之
木

山
梨
県
南
都
留
郡

平
野
、
赤
芝
、
旭
日
ケ
丘
、
新
井
、
池
畑
、
霜
窪
、
重
郎
渕
、
寺

山
中
湖
村

屋
敷
、
中
ノ
侭
、
二
本
木
道
下
、
梁
尻
、
不
動
坂
、
水
ヶ
久
保
、

宮
ノ
脇
、
薮
木
及
び
和
田

静
岡
県
駿
東
郡
小

一
色
、
上
野
、
大
御
神
、
須
走
、
棚
頭
、
中
日
向
及
び
用
沢



二
二
頁

山
町

静
岡
県
御
殿
場
市

板
妻
、
上
小
林
、
神
場
、
川
島
田
、
茱
萸
沢
、
芝
怒
田
、
中
畑
、

永
塚
、
仁
杉
、
萩
原
及
び
保
土
沢

静
岡
県
裾
野
市

須
山

対
象
大
会
関
係
施
設

東
京
都
調
布
市

西
町
及
び
野
水
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

の
区
域

東
京
都
府
中
市

朝
日
町
三
丁
目
、
押
立
町
五
丁
目
、
寿
町
一
丁
目
、
是
政
三
丁
目

及
び
五
丁
目
、
新
町
二
丁
目
、
浅
間
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で

、
多
磨
町
二
丁
目
及
び
三
丁
目
、
天
神
町
二
丁
目
及
び
四
丁
目
、

日
吉
町
、
府
中
町
、
本
町
一
丁
目
、
緑
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、

宮
西
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
宮
町
一
丁
目
及
び
三
丁
目
、
矢
崎

町
一
丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い

ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
小
金
井
市

貫
井
南
町
一
丁
目
、
前
原
町
一
丁
目
、
四
丁
目
及
び
五
丁
目
並
び

に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図

面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
三
鷹
市

大
沢
二
丁
目
、
三
丁
目
及
び
六
丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介



二
三
頁

在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る

。
）

東
京
都
多
摩
市

落
合
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
山
王
下
一
丁
目
、
諏
訪
一
丁
目

、
三
丁
目
、
四
丁
目
及
び
六
丁
目
、
鶴
牧
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま

で
、
豊
ケ
丘
二
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
中
沢
、
永
山
七
丁

目
、
聖
ケ
丘
、
馬
引
沢
、
南
野
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
連
光
寺
五

丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ

も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
稲
城
市

大
丸
、
向
陽
台
二
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
長
峰
、
百
村
、
若
葉

台
一
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路

の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
八
王
子
市

東
中
野
、
別
所
、
堀
之
内
三
丁
目
、
松
が
谷
、
松
木
、
南
大
沢
一

丁
目
、
二
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る

道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
町
田
市

相
原
町
、
小
山
ヶ
丘
二
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
、
小
山
町
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に



二
四
頁

示
す
部
分
に
限
る
。
）

神
奈
川
県
相
模
原

相
原
一
丁
目
、
二
丁
目
、
四
丁
目
及
び
五
丁
目
、
青
根
、
青
野
原

市
緑
区

、
青
山
、
小
倉
、
川
尻
、
久
保
沢
、
長
竹
、
西
橋
本
五
丁
目
、
二

本
松
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
根
小
屋
、
橋
本
七
丁
目
及
び
八
丁
目

、
原
宿
、
向
原
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
元
橋
本
町
、
青
久
和
、
荒

井
、
嵐
、
石
ヶ
沢
、
稲
生
、
梶
野
、
上
野
田
、
新
屋
敷
、
橋
津
原

、
原
、
東
野
、
平
井
、
平
丸
、
前
戸
、
宮
下
、
宮
原
、
和
田
並
び

に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図

面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

神
奈
川
県
足
柄
上

世
附
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

郡
山
北
町

山
梨
県
南
都
留
郡

板
橋
、
大
栗
、
大
室
指
、
大
渡
、
上
白
井
平
、
上
中
山
、
川
村
、

道
志
村

川
原
畑
、
久
保
、
小
善
地
、
笹
久
根
、
下
白
井
平
、
下
中
山
、
竹

之
本
、
月
夜
野
、
戸
渡
、
長
又
、
西
和
出
村
、
野
原
、
東
神
地
、

谷
相
、
善
之
木
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（

い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）



二
五
頁

山
梨
県
南
都
留
郡

平
野
、
赤
芝
、
旭
日
ケ
丘
、
新
井
、
池
畑
、
霜
窪
、
重
郎
渕
、
寺

山
中
湖
村

屋
敷
、
中
ノ
侭
、
二
本
木
道
下
、
梁
尻
、
不
動
坂
、
水
ヶ
久
保
、

宮
ノ
脇
、
薮
木
、
和
田
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の

区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

静
岡
県
駿
東
郡
小

一
色
、
上
野
、
大
御
神
、
須
走
、
棚
頭
、
中
日
向
、
用
沢
及
び
こ

山
町

れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

静
岡
県
御
殿
場
市

板
妻
、
上
小
林
、
川
島
田
、
茱
萸
沢
、
芝
怒
田
、
、
中
畑
、
仁
杉

、
萩
原
、
保
土
沢
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

静
岡
県
裾
野
市

須
山
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

対
象
大
会
関
係
施
設

東
京
都
調
布
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

に
係
る
対
象
大
会
関

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

係
施
設
周
辺
地
域

東
京
都
府
中
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
小
金
井
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね



二
六
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三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
三
鷹
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
多
摩
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
稲
城
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
八
王
子
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
町
田
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

神
奈
川
県
山
北
町

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

山
梨
県
道
志
村

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

山
梨
県
山
中
湖
村

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね



二
七
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三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

静
岡
県
小
山
町

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

静
岡
県
御
殿
場
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

静
岡
県
裾
野
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

備
考一

「
次
の
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
文
部
科
学
省
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少

な
く
と
も
一
方
が
当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は

、
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

六
十
一

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
自
転
車
競
技
ロ
ー
ド
レ
ー
ス
コ
ー
ス
（
女
子
）

期
間

令
和
三
年
七
月
二
十
五
日

対
象
大
会
関
係
施
設

東
京
都
調
布
市

西
町
及
び
野
水



二
八
頁

の
所
在
地

東
京
都
府
中
市

朝
日
町
三
丁
目
、
押
立
町
五
丁
目
、
寿
町
一
丁
目
、
是
政
三
丁
目

及
び
五
丁
目
、
新
町
二
丁
目
、
浅
間
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で

、
多
磨
町
二
丁
目
及
び
三
丁
目
、
天
神
町
二
丁
目
及
び
四
丁
目
、

日
吉
町
、
府
中
町
、
本
町
一
丁
目
、
緑
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、

宮
西
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
宮
町
一
丁
目
及
び
三
丁
目
並
び
に

矢
崎
町
一
丁
目

東
京
都
小
金
井
市

貫
井
南
町
一
丁
目
並
び
に
前
原
町
一
丁
目
、
四
丁
目
及
び
五
丁
目

東
京
都
三
鷹
市

大
沢
二
丁
目
、
三
丁
目
及
び
六
丁
目

東
京
都
多
摩
市

落
合
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
山
王
下
一
丁
目
、
諏
訪
一
丁
目

、
三
丁
目
、
四
丁
目
及
び
六
丁
目
、
鶴
牧
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま

で
、
豊
ケ
丘
二
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
中
沢
、
永
山
七
丁

目
、
聖
ケ
丘
、
馬
引
沢
、
南
野
一
丁
目
及
び
二
丁
目
並
び
に
連
光

寺
五
丁
目

東
京
都
稲
城
市

大
丸
、
向
陽
台
二
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
長
峰
、
百
村
並
び
に

若
葉
台
一
丁
目
及
び
四
丁
目

東
京
都
八
王
子
市

東
中
野
、
別
所
、
堀
之
内
三
丁
目
、
松
が
谷
、
松
木
並
び
に
南
大



二
九
頁

沢
一
丁
目
、
二
丁
目
及
び
四
丁
目

東
京
都
町
田
市

相
原
町
、
小
山
ヶ
丘
二
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
及
び
小
山
町

神
奈
川
県
相
模
原

相
原
一
丁
目
、
二
丁
目
、
四
丁
目
及
び
五
丁
目
、
青
根
、
青
野
原

市
緑
区

、
青
山
、
小
倉
、
川
尻
、
久
保
沢
、
中
野
、
長
竹
、
西
橋
本
五
丁

目
、
二
本
松
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
根
小
屋
、
橋
本
七
丁
目
及
び

八
丁
目
、
原
宿
、
向
原
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
元
橋
本
町
、

山
梨
県
南
都
留
郡

板
橋
、
大
栗
、
大
室
指
、
大
渡
、
上
白
井
平
、
上
善
之
木
、
上
中

道
志
村

山
、
川
村
、
川
原
畑
、
久
保
、
小
善
地
、
笹
久
根
、
下
白
井
平
、

下
善
之
木
、
下
中
山
、
竹
之
本
、
月
夜
野
、
戸
渡
、
中
神
地
、
長

又
、
西
和
出
村
、
野
原
、
馬
場
、
東
神
地
及
び
谷
相

山
梨
県
南
都
留
郡

平
野
、
山
中

山
中
湖
村

静
岡
県
駿
東
郡
小

大
御
神
、
須
走
、
棚
頭
、
中
日
向
及
び
用
沢

山
町

静
岡
県
御
殿
場
市

柴
怒
田

対
象
大
会
関
係
施
設

東
京
都
調
布
市

西
町
及
び
野
水
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域



三
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の
区
域

（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
府
中
市

朝
日
町
三
丁
目
、
押
立
町
五
丁
目
、
寿
町
一
丁
目
、
是
政
三
丁
目

及
び
五
丁
目
、
新
町
二
丁
目
、
浅
間
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で

、
多
磨
町
二
丁
目
及
び
三
丁
目
、
天
神
町
二
丁
目
及
び
四
丁
目
、

日
吉
町
、
府
中
町
、
本
町
一
丁
目
、
緑
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、

宮
西
町
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
宮
町
一
丁
目
及
び
三
丁
目
、
矢
崎

町
一
丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い

ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
小
金
井
市

貫
井
南
町
一
丁
目
、
前
原
町
一
丁
目
、
四
丁
目
及
び
五
丁
目
並
び

に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図

面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
三
鷹
市

大
沢
二
丁
目
、
三
丁
目
及
び
六
丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介

在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る

。
）

東
京
都
多
摩
市

落
合
一
丁
目
か
ら
四
丁
目
ま
で
、
山
王
下
一
丁
目
、
諏
訪
一
丁
目

、
三
丁
目
、
四
丁
目
及
び
六
丁
目
、
鶴
牧
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
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で
、
豊
ケ
丘
二
丁
目
、
五
丁
目
及
び
六
丁
目
、
中
沢
、
永
山
七
丁

目
、
聖
ケ
丘
、
馬
引
沢
、
南
野
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
連
光
寺
五

丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ

も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
稲
城
市

大
丸
、
向
陽
台
二
丁
目
か
ら
六
丁
目
ま
で
、
長
峰
、
百
村
、
若
葉

台
一
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路

の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
八
王
子
市

東
中
野
、
別
所
、
堀
之
内
三
丁
目
、
松
が
谷
、
松
木
、
南
大
沢
一

丁
目
、
二
丁
目
及
び
四
丁
目
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る

道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

東
京
都
町
田
市

相
原
町
、
小
山
ヶ
丘
二
丁
目
か
ら
五
丁
目
ま
で
、
小
山
町
及
び
こ

れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に

示
す
部
分
に
限
る
。
）

神
奈
川
県
相
模
原

相
原
一
丁
目
、
二
丁
目
、
四
丁
目
及
び
五
丁
目
、
青
根
、
青
野
原

市
緑
区

、
青
山
、
小
倉
、
川
尻
、
久
保
沢
、
中
野
、
長
竹
、
西
橋
本
五
丁

目
、
二
本
松
三
丁
目
及
び
四
丁
目
、
根
小
屋
、
橋
本
七
丁
目
及
び
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八
丁
目
、
原
宿
、
向
原
一
丁
目
及
び
二
丁
目
、
元
橋
本
町
並
び
に

こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

山
梨
県
南
都
留
郡

板
橋
、
大
栗
、
大
室
指
、
大
渡
、
上
白
井
平
、
上
善
之
木
、
上
中

道
志
村

山
、
川
村
、
川
原
畑
、
久
保
、
小
善
地
、
笹
久
根
、
下
白
井
平
、

下
善
之
木
、
下
中
山
、
竹
之
本
、
月
夜
野
、
戸
渡
、
中
神
地
、
長

又
、
西
和
出
村
、
野
原
、
馬
場
、
東
神
地
及
び
谷
相
並
び
に
こ
れ

ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示

す
部
分
に
限
る
。
）

山
梨
県
南
都
留
郡

平
野
及
び
山
中
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

山
中
湖
村

（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

静
岡
県
駿
東
郡
小

大
御
神
、
須
走
、
棚
頭
、
中
日
向
、
用
沢
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

山
町

介
在
す
る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

静
岡
県
御
殿
場
市

柴
怒
田
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

対
象
大
会
関
係
施
設

東
京
都
調
布
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
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に
係
る
対
象
大
会
関

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

係
施
設
周
辺
地
域

東
京
都
府
中
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
小
金
井
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
三
鷹
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
多
摩
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
稲
城
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
八
王
子
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

東
京
都
町
田
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

神
奈
川
県
山
北
町

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね



三
四
頁

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

山
梨
県
道
志
村

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

山
梨
県
山
中
湖
村

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

静
岡
県
小
山
町

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

静
岡
県
御
殿
場
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

静
岡
県
裾
野
市

こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
の
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね

三
百
メ
ー
ト
ル
の
次
の
図
面
に
示
す
地
域

備
考一

「
次
の
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
文
部
科
学
省
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少

な
く
と
も
一
方
が
当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は



三
五
頁

、
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

六
十
二

自
転
車
競
技
個
人
タ
イ
ム
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス(

男
子
／
女
子)

期
間

令
和
三
年
七
月
二
十
八
日

対
象
大
会
関
係
施
設

静
岡
県
駿
東
郡
小

大
御
神
、
棚
頭
、
中
日
向
及
び
用
沢

の
所
在
地

山
町

静
岡
県
御
殿
場
市

柴
怒
田

対
象
大
会
関
係
施
設

静
岡
県
駿
東
郡
小

大
御
神
、
棚
頭
、
中
日
向
、
用
沢
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す

の
区
域

山
町

る
道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

静
岡
県
御
殿
場
市

柴
怒
田
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

対
象
大
会
関
係
施
設

静
岡
県
駿
東
郡
小

一
色
、
大
御
神
、
棚
頭
、
中
日
向
及
び
用
沢
（
い
ず
れ
も
次
の
図

に
係
る
対
象
大
会
関

山
町

面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

係
施
設
周
辺
地
域

静
岡
県
御
殿
場
市

柴
怒
田
（
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

備
考一

「
次
の
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
文
部
科
学
省
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄



三
六
頁

に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少

な
く
と
も
一
方
が
当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は

、
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

六
十
三

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
自
転
車
競
技
タ
イ
ム
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス(

男
子
／
女
子)

期
間

令
和
三
年
八
月
三
十
一
日

対
象
大
会
関
係
施
設

静
岡
県
駿
東
郡
小

中
日
向
六
百
九
十
四
番
地

の
所
在
地

山
町

対
象
大
会
関
係
施
設

静
岡
県
駿
東
郡
小

大
御
神
、
中
日
向
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
道
路
の
区
域

の
区
域

山
町

（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

対
象
大
会
関
係
施
設

静
岡
県
駿
東
郡
小

大
御
神
及
び
中
日
向
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る

に
係
る
対
象
大
会
関

山
町

。
）

係
施
設
周
辺
地
域

備
考一

「
次
の
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
文
部
科
学
省
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少



三
七
頁

な
く
と
も
一
方
が
当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は

、
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

六
十
四

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
自
転
車
競
技
ロ
ー
ド
レ
ー
ス(

男
子
／
女
子)

期
間

令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
三
日
ま
で

対
象
大
会
関
係
施
設

静
岡
県
駿
東
郡
小

大
御
神
、
棚
頭
及
び
中
日
向

の
所
在
地

山
町

対
象
大
会
関
係
施
設

静
岡
県
駿
東
郡
小

大
御
神
、
棚
頭
及
び
中
日
向
並
び
に
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る

の
区
域

山
町

道
路
の
区
域
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

対
象
大
会
関
係
施
設

静
岡
県
駿
東
郡
小

大
御
神
、
棚
頭
、
中
日
向
及
び
用
沢
（
い
ず
れ
も
次
の
図
面
に
示

に
係
る
対
象
大
会
関

山
町

す
部
分
に
限
る
。
）

係
施
設
周
辺
地
域

備
考一

「
次
の
図
面
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
文
部
科
学
省
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

二

側
端
の
一
方
の
み
が
こ
の
表
の
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
の
項
下
欄

に
掲
げ
る
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域
に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少

な
く
と
も
一
方
が
当
該
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間
並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点
は



三
八
頁

、
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。


